[bookmark: _GoBack]（既存集落内の自己用住宅）
龍ケ崎市農業振興地域整備計画の変更に係る添付書類（２部提出）
	１
	農業振興地域整備計画変更申請書（除外）
	１１
	見積書
	（注意事項）
□配置図については，土地利用計画･排水経路･周囲の状況（道路･水路･進入路等）及び隣地の土地所有者名･地目･公簿面積等を明示すること。
□土地選定理由書については，必要性等･現在の住居（持ち家か借家等）通勤地等を記載すること。なお，拡張の場合には，現在の敷地･建物面積等を，移転の場合には，従前の位置，敷地･建物面積と跡地利用計画も記載すること。

	２
	農用地利用計画の変更に係る関係資料
	１２
	資金計画
	

	３
	事業計画位置図（1/25,000）
	１３
	続柄を示す戸籍謄本等
	

	４
	案内図（住宅地図・戸別明細図等）
	１４
	渡人･貸人の住民票（農地法第５条転用の場合）
	

	５
	土地選定理由書
	１５
	50戸連担図
	

	６
	配置図（公図：1/500）
	１６
	排水関係資料（合併浄化槽の設置が望ましい）
	

	７
	同意書（隣接地（除外））
	１７
	所有地一覧
	

	８
	登記簿謄本
	１８
	土どめの状況が分かる資料
	

	９
	平面図
	１９
	賃貸契約書（現在賃貸住宅に住んでいる場合）
	

	１０
	立面図
	２０
	委任状（代理人がいる場合）
	


※その他，追加で書類を提出していただく場合があります。

その他の留意事項
	用　途
	基本要件
	敷地規模
	業務の用に供する部分
	その他

	既存集落内の
自己用住宅
	□概ね50戸以上の建築物が70m未満の敷地間隔で連担
□予定地は次のいずれかに該当すること
①線引き以前から所有していた土地
②既存集落を含む大字内又は小学校区を一に隣接大字内の出身者等であり，その者が相当期間（10年以上）所有していた者から直接取得した（する）土地
③線引き以前から所有していた親族からの相続，贈与，売買により直接取得した（する）土地等
	概ね200㎡以上
500㎡以内
（路地状敷地を含む。）
	概ね50㎡～200㎡
	２時間を越えない通勤可能地
摂動条件を満たす
未婚の若年者の場合で婚約をもって認める場合は婚約証明書等
現に住所を所有していない



（農家住宅）
龍ケ崎市農業振興地域整備計画の変更に係る添付書類（２部提出）
	１
	農業振興地域整備計画変更申請書（除外）
	１１
	立面図
	（注意事項）
□配置図については，土地利用計画･排水経路･周囲の状況（道路･水路･進入路等）及び隣地の土地所有者名･地目･公簿面積等を明示すること。
□土地選定理由書については，必要性等を記載すること。なお，拡張の場合には，現在の敷地･建物面積等を，移転の場合には，従前の位置，敷地･建物面積と跡地利用計画も記載すること。

	２
	農用地利用計画の変更に係る関係資料
	１２
	見積書
	

	３
	事業計画位置図（1/25,000）
	１３
	資金計画
	

	４
	案内図（戸別明細図等）
	１４
	排水関係資料（合併浄化槽の設置が望ましい）
	

	５
	土地選定理由書
	１５
	所有地一覧
	

	６
	配置図（公図：1/500）
	１６
	土どめの状況が分かる資料
	

	７
	同意書（除外）
	
	
	

	８
	登記簿謄本
	
	
	

	９
	耕作証明
	
	
	

	１０
	平面図
	
	
	


※その他，追加で書類を提出していただく場合があります。

その他の留意事項
	用　途
	基本要件
	敷地規模
	業務の用に供する部分
	その他

	既存集落内の
自己用住宅
	□農業を営む者（農業を営む者の証明書）
□市街化調整区域においては
①農業所得証明，耕作地位置図，平面図等添付
②予定地周辺に耕作地又は農作業場が存すること
③居宅，農作業場，農業用倉庫等を併設すること
④農業経営計画書
	1,000㎡以内
［調整区域では概ね500㎡以上（例外：農作業場等が同一敷地外の場合）］
	
	宅地替えの場合は，現居宅の状況，合理的な理由等及び跡地利用計画
60条証明の添付



（店舗）
龍ケ崎市農業振興地域整備計画の変更に係る添付書類（２部提出）
	１
	農業振興地域整備計画変更申請書（除外）
	１１
	立面図
	（注意事項）
□配置図については，土地利用計画･排水経路･周囲の状況（道路･水路･進入路等）及び隣地の土地所有者名･地目･公簿面積等を明示すること。
□土地選定理由書については，必要性等を記載すること。なお，拡張の場合には，現在の敷地･建物面積等を，移転の場合には，従前の位置，敷地･建物面積と跡地利用計画も記載すること。
□事業計画書については，「仮称」「主たる製品名･数量」「従業員数」「駐車台数」「事業区域の範囲」「取り扱いﾒｰｶｰ」を記載すること。また，資格･免許及び営業許可証等があれば，その写しを添付すること。無い場合には，許可の見通し等を記載すること。

	２
	農用地利用計画の変更に係る関係資料
	１２
	見積書
	

	３
	事業計画位置図（1/25,000）
	１３
	資金計画
	

	４
	案内図（戸別明細図等）
	１４
	渡人･貸人の住民票（農地法第５条転用の場合）
	

	５
	土地選定理由書
	１５
	連担図
	

	６
	配置図（公図：1/500）
	１６
	排水関係資料（合併浄化槽の設置が望ましい）
	

	７
	同意書（除外）
	１７
	所有地一覧
	

	８
	事業計画書
	１８
	土どめの状況が分かる資料
	

	９
	登記簿謄本
	
	
	

	１０
	平面図
	
	
	


※その他，追加で書類を提出していただく場合があります。

その他の留意事項
	用　途
	基本要件
	敷地規模
	業務の用に供する部分
	その他

	店舗
(食堂，ﾚｽﾄﾗﾝ，そば･うどん店，寿司店，喫茶店，ﾗｰﾒﾝ店等)
	　半径500m内の調整区域に住宅が100戸以上あり，当該既存集落と密接な関連がある地域。
　又は，調整区域の50戸以上の住宅が連担する集落内地域。
	500㎡以内(住宅を併設する場合は，既存集落内の自己用住宅の条件を満たすこと。200㎡以上500㎡以内。路地状敷地でない。)
	50㎡～200㎡
	前面道路は復員2.7m以上かつ2.5m幅以上の舗装の通り抜け道路。路地状部分のみで道路に接する場合は，その路地状部分は幅員が6ｍ以上でかつ長さ8m以下。


（資材置き場）
龍ケ崎市農業振興地域整備計画の変更に係る添付書類（２部提出）
	１
	農業振興地域整備計画変更申請書（除外）
	８
	事業計画書
	（注意事項）
□配置図については，土地利用計画･排水経路･周囲の状況（道路･水路･進入路等）及び隣地の土地所有者名･地目･公簿面積等を明示すること。
□土地選定理由書については，必要性等を記載すること。また，事業所（自宅）との位置関係，面積･現況図等を添付すること。なお，申請地以外に所有する資材置き場がある場合には，位置･面積･利用状況等を添付すること。申請地衣外に所有する資材置き場が無い場合には，現在の状況等を記載すること。
□事業計画書については，「管理員人数」「主たる製品の生産又は取扱い量」「取り扱いﾒｰｶｰ」「駐車台数」「事業区域の範囲」「機械等の保有台数」，事業拡大を伴う場合は「現在との比較」を記載すること。

	２
	農用地利用計画の変更に係る関係資料
	９
	登記簿謄本
	

	３
	事業計画位置図（1/25,000）
	１０
	渡人･貸人の住民票（農地法第５条転用の場合）
	

	４
	案内図（戸別明細図等）
	１１
	定款又は規約･法人登記簿謄本･事業概要書･役員会議事録（法人及び団体の場合）
	

	５
	土地選定理由書
	１２
	所有地一覧
	

	６
	配置図（公図：1/500）
	１３
	土どめの状況が分かる資料
	

	７
	同意書（除外）
	
	
	


※その他，追加で書類を提出していただく場合があります。

その他の留意事項
	用　途
	基本要件
	敷地規模
	業務の用に供する部分
	その他

	資材置き場
	　必要性･確実性があること。
　建築物を伴う場合は，都計法の許可
	必要最小限(甲種農地においては500㎡以内)
	
	甲種･1種農地では，事業者の事業所等が申し出地と同一集落に連担すること。



（駐車場）
龍ケ崎市農業振興地域整備計画の変更に係る添付書類（２部提出）
	１
	農業振興地域整備計画変更申請書（除外）
	８
	事業計画書
	（注意事項）
□配置図については，土地利用計画･排水経路･周囲の状況（道路･水路･進入路等）及び隣地の土地所有者名･地目･公簿面積等を明示すること。
□土地選定理由書については，必要性等を記載すること。
□事業計画書については，「管理員人数」「主たる利用者･会社等」「駐車台数」「事業区域の範囲」，事業拡大を伴う場合は「現在との比較」を記載すること。

	２
	農用地利用計画の変更に係る関係資料
	９
	登記簿謄本
	

	３
	事業計画位置図（1/25,000）
	１０
	見積書
	

	４
	案内図（戸別明細図等）
	１１
	資金計画
	

	５
	土地選定理由書
	１２
	渡人･貸人の住民票（農地法第５条転用の場合）
	

	６
	配置図（公図：1/500）
	１３
	所有地一覧
	

	７
	同意書（除外）
	１４
	土どめの状況が分かる資料
	


※その他，追加で書類を提出していただく場合があります。

その他の留意事項
	用　途
	基本要件
	敷地規模
	業務の用に供する部分
	その他

	資材置き場
	　必要性･確実性があること。
　建築物を伴う場合は，都計法の許可
	必要最小限(甲種農地においては500㎡以内)
	
	甲種･1種農地では，事業者の事業所等が申し出地と同一集落に連担すること。



